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１
１－（１）． りそなグループの概要と内部監査部の位置づけ

○グ プ ポ ト ガバナ 体制○グループのコーポレート・ガバナンス体制
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１－（１）． りそなグループの概要と内部監査部の位置づけ

◎内部監査の独立性

２
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◎当社等における内部監査の変遷と役割

１－（２）． 当グループの内部監査部の役割 ３

◎当社等における内部監査の変遷と役割

検

検査機能

過去
検

査

部

規程、手続等違反の不備指摘

不祥事故等に対する牽制部 祥事 等 す 牽制

・2000年ﾊﾞｰｾﾞﾙ銀行監督委員会ペーパー
外部 ｻ を活用 体制整備・外部ｺﾝｻﾙを活用して体制整備

・2001年金融検査ﾏﾆｭｱﾙ

現在 内部統制の適切性 有効性の

監査機能

内現在 内部統制の適切性、有効性の
評価および改善提案等を行う
（COSOﾌﾚｰﾑﾜｰｸﾍﾞｰｽ、PDCA機能）

内
部
監

査
部



１－（２）． 当グループの内部監査部の役割 ４

◎当社グループにおける内部監査の目的

○内部監査は 当社及びグループ各社が経営管理体制を確立し 業務の健全性・適切性○内部監査は、当社及びグループ各社が経営管理体制を確立し、業務の健全性・適切性

や社会的信頼性を確保するための経営諸活動の遂行状況を評価、改善を促進すること

により、企業価値の向上を支援することを目的とする重要な機能

○当社内部監査部の統括のもと、当社およびグループ各社の内部監査部署が連携・協働

することで、当社取締役会による当社及びグループ各社に対する業務監督を補佐する

体制を整備体制を整備

（「グループ内部監査基本方針」より抜粋）

○内部監査はガバナンスを支える基礎であり「経営者目線」による質の高い内部監査

のアシュアランス機能に大きな期待

○更に、サービス向上や｢真のリテールバンクの確立｣といった取組みを進化させるため

のコンサルティング機能の発揮についても期待感や要求水準が高まっているのコンサルティング機能の発揮についても期待感や要求水準が高まっている



５１－（３）． 内部監査部門の人員体制

りそな
ホールディングス

埼玉りそな銀行りそな銀行 計近畿大阪銀行

２１監査人員 １６２３３７９ ２９２１監査人員 １６２３３７９ ２９

【参考】

従業員数 ５３３ ９，６７９ ２，２８４３，１２１ １５，６１７

【参考】

店舗数
（有人）

５９３１２８１２７３３８－

(注）・監査人員は2013年3月時点の人員（部長・スタッフ・派遣社員等を除く）
・従業員数は2013年3月末、但し、りそなホールディングスには銀行との兼務者を含む



◎内部監査基本計画策定の基本的プロセス

６２－（１）． 年度監査計画策定の基本的プロセス

◎内部監査基本計画策定の基本的プロセス
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◎内部監査基本計画策定の具体的な流れ（グル プベ ス）

７２－（２）． 年度監査計画策定の具体的な流れ

◎内部監査基本計画策定の具体的な流れ（グループベース）

プ ロ セ ス 実 施 事 項 実 施 主 体 等

トップダウンアプローチ

○新たな経営方針に係るリスクや内外環境の変化に伴
うビジネスリスク（いわゆる「旬のリスク」）の洗い出し

・各社が実施○経営方針・環境を基礎にビジネスリスクの洗い出し

・HDが実施し各社に提示
うビジネスリスク（いわゆる 旬のリスク」）の洗い出し

ボトムアップアプローチ ○リスクアセスメントにより業務プロセス上の残存リスクの
洗い出し、評価

・HD・各社それぞれ実施
・HDの結果は各社に提示 ・
各社の結果はHDに報告
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・各社の結果はHDに報告
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査テーマ等を選定

基本計画策定 ○各社基本計画(案）策定
・監査テーマ毎の深度、監査資源等の見積
・HD・各社間でのグループ共通テーマ等の調整

・HD・各社が連携
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基本計画承認

○定期的内部評価、内外環境変化に基づき内部監査
部署の課題を洗い出し、業務施策案を具体化

○各社基本計画の承認手続実施（HDあて事前協議） ・各社が実施

・HD・各社それぞれ実施

○グループ基本計画を策定し承認手続実施（承認後
各社に提示）

・HDが実施



◎ 内部監査基本計画策定の基本的な流れ（グループベース）

８２－（２）． 年度監査計画策定の具体的な流れ

◎ 内部監査基本計画策定の基本的な流れ（グル プベ ス）
月
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内
部
監

議
会

D
取
締
役
会

  Gr各社調整

監査スケジュール調整

ﾎﾞﾄﾑｱ ﾌﾟｱﾌﾟ ﾁ 監査項目（案）の作成（2月中） 監査基本計画の策定 承認
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◎基本的なプ セス

９３－（１）． 内部監査の実施

◎基本的なプロセス
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◎基本的なプ セス（ づき）

１０３－（１）． 内部監査の実施

◎基本的なプロセス（つづき）
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◎期初リスクアセスメント

１１３－（１）． 内部監査の実施

◎期初リスクアセスメント
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セ
ス
メ
ン
トセ

ス
メ
ン

状況等の
把握
（業務の多
様化等）

○残存リスクの評価

ト
の
有
効

ト
の
実
施

内部監査内部監査
活動活動
・監査結果
・FSA等検査

○残存リスクの評価
・固有リスクと残存リスクの結果で評価

効
性
評
価

施
・日常的監視
結果

・代表者、執
行部門担当
役員ﾋｱﾘﾝｸﾞ

○リスクアセスメントマップの作成

（
年
一
回役員ﾋｱﾘﾝｸ

結果
・傘下銀行等
の課題認識

・リスクアセスメント結果の可視化 ）



◎リスクアセスメント【ご参考】 固有リスク 評価基準

１２３－（１）． 内部監査の実施

◎リスクアセスメント【ご参考】 固有リスク 評価基準

ＤＣＢＢ中↑

ＤＤＣＢ高高

発
生

リスクアセスメントテーブル

高中上中中下Ｃ(３) 残
存

高高中上中Ｄ(４)
高←

固
有 重

ＢＢＡＡ稀低

ＣＢＢＡ低↓
可
能
性

中中下低低Ａ(１)

中上中中下低Ｂ(２)

存
リ
ス
ク

有
リ
ス
ク→

低 影響度

大→←小

重
大大中小

Ｄ(１)Ｃ(２)Ｂ(３)Ａ(４)

中中下低低Ａ(１)

Ｄ脆弱弱

統制強度 評価基準

強 ← 統制強度 → 弱

ＤＣ弱↑整
備
状

ＢＢＡＡ強強

ＣＢＢ中↓況

運用状況

弱→←強

脆弱弱中強



◎個別監査計画等の策定に いて（テ 監査の場合）

１３３－（１）． 内部監査の実施

◎個別監査計画等の策定について（テーマ監査の場合）

部内事前検討会
監査テ マ

○
事監査テーマ

リスク認識
・リスクの特定（仮説）
・経営者のﾘｽｸ認識を反映

○
評
定

【目的】
個別監査計画の

有効性・客観性

事
前
評
価経営者のﾘｽｸ認識を反映

監査目的

対象部署
○
個

定
シ
ー
ト

の確保

部内の様々な意見

価
（具
体
的
な対象部署

監査期間・人員
【ﾒﾝﾊﾞｰ】

個
別
監
査

ト
（
態
勢
を

を集約し協議 な
監
査
内
容

監査範囲

監査項目

内部監査担当役員

内部監査部長

監査担当者

査
計
画

を
４
段
階
で

容
の
検
討

・

重点監査項目

その他、内部監査

部のｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘｰﾀﾞｰ

（統括責任者クラス）

監査スケジ ル

で
評
定
）

計
画
の
妥
当監査スケジュール 当
性
）



監査プ グ 策定 監査

１４３－（１）． 内部監査の実施

◎監査プログラム策定（テーマ監査の場合）

監査項目 チェック項目 監査手法 監査対象
大項目

事

中項目
小項目

Ⅰ、不祥事故防止体制の整備状況
１、方針・規程の整備状況

文書レビュー 不祥事故防止に係る基本方針
取締役会議事録

（１）不祥事故防止に係る方
針の策定 周知

①不祥事故防止に係る方針は、取締役会が承認して
いるか

部
内
事
前

前
評
価
（

監
査
プ
ロ

 
文書レビュー

③方針の内容は、金融庁ﾁｪｯｸﾘｽﾄ等を踏まえ、 インタビュー

取締役会議事録
ＦＳＡﾁｪｯｸﾘｽﾄ

針の策定・周知 いるか

②不祥事故防止に係る方針を徹底するため、適切な
方法で周知することとしているか

前
検
討
会

（
予
備
調
査

ロ
グ
ラ
ム

③方針の内容は、金融庁ﾁｪｯｸﾘｽﾄ等を踏まえ、 インタビュ
適切に策定されているか

文書レビュー

インタビュー

不祥事故防止規程
経営会議議事録
ＦＳＡﾁｪｯｸﾘｽﾄ

（２）不祥事故防止に係る規
程の策定・周知

①不祥事故防止に係る規程は、方針に則り策定さ
れ、代表取締役が承認しているか

会
の
結
果

査
）
の
結
果

の
策
定

文書レビュー

インタビュー
③方針の内容は、金融庁ﾁｪｯｸﾘｽﾄ等を踏まえ、 文書レビュー
適切に策定されているか

インタビ

②不祥事故防止に係る規程を徹底するため、適切な
方法で周知することとしているか

果 インタビュー
２、組組織・体制

(1)組織体の役割（責任） 文書レビュー 不祥事故防止に係る基本方針
不祥事故防止規程

①取締役会、経営会議、代表取締役、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統
括部担当役員およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部の役割は適
切か



※不祥事故防止態勢の監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定における考え方３－（１）． 内部監査の実施 （参考事例）
１５

不祥事故の防止（ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ）

リスク評価 統制環境 統制活動 モニタリング

・動機、正当化、

機会の認識・評価

・モニタリング結果反

・倫理、コンプライアン
ス 重視の風土、文
化の 醸成
・風通しの良い

・予防的コントロール

・発見的コントロール

・補完的コントロール

・コントロールの機能状

況を監視

・継続的改善への提

映

・過去の事故を勘案

職場作り
・継続的教育

・抑止力の強化 案・勧告

情報と伝達 適時・適正な情報伝達（トップダウン・ボトムアップ双方向）

「正当化」の
排除 統制環境

予防的

 
 
 
 

継
 

続
リスク評価 統制環境

組織目標

【参考】COSOモニタリング

「機会」の
削減

コントロール

発見的
コントロール

続
 

的
 

改
 

善

統制活動

情報と伝達モニタリング

組織目標
の特定

「動機」の
感知

補完的
コントロール

情報と伝達モニタリング



祥事 防 （ えば ﾞ 防 態勢 ）

３－（１）． 内部監査の実施 （参考例）
１６※不祥事故防止態勢の監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定における考え方

◎不祥事故防止のコントロール（例えば、ｲﾝｻｲﾀﾞｰ取引防止態勢では）

全社的コントロール 直接的コントロール 補完的コントロール 抑止力

（統制環境） 予防的コントロ ル 発見的コントロ ル（統制環境） 予防的コントロール 発見的コントロール

・倫理、コンプライアンス ・職務の分離(意思決定） ・管理者による点検 ・採用時の調査 ・堅牢な管理

重視の風土 文化の
・アクセス・コントロール

情報管
・当該部署による点検 ・採用後の人事管理 （不正をすることは無理）　重視の風土、文化の

  （情報管理）
当該部署による点検 採用後の人事管理 （不正をすることは無理）

　育成 ・ジョブ・ローテーション ・本部による点検 ・職場における ・早期発見の積み重ね

・事務プロセスの改善 ・内部監査 　良好な人間関係 　（不正しても

・風通しの良い職場作り ・事務プロセスの ・内部通報制度 すぐ見つかってしまう）風通しの良い職場作り 事務プロセスの 内部通報制度 　すぐ見つかってしまう）

　移管・廃止 ・顧客の声の吸い上げ ・断固とした措置

・継続的教育 　（懲罰が怖い）

継続的改善：　ＣＳＡ、点検・監査結果、事故（社内外）、環境変化（業務、組織体制、法制度、技術革新等）を踏まえた

　　　　　　　　　　コントロールの継続的見直し



◎不祥事故防止態勢の監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定における考え方（参考資料）３－（１）． 内部監査の実施 １７

不正のトライアングル （Ｄ．Ｒ．クレッシー「他人の金：着服横領の社会心理学研究」参照）

動機・プレッシャー
正当化
身勝手な解釈の芽生え

・住宅購入、・教育費
・本人・家族の病気
・享楽・ギャンブル・異性への誘惑
・転職・退職

身勝 解釈 芽
・家族を守るため
・すぐ、返すから許される
・お金を無管理でいる銀行が悪い
・自分を不当に低評価する銀行は報いを
受けて当然転職 退職

・低評価、
・不良な人間関係
・顧客との好関係維持
・成果主義

等

受けて当然
・自分をいじめる上司は報いを受けるべき
・成績の上げるためには多少のルール違反は
許される、結果オーライである

・不当に高いノルマを課す銀行が悪い
等

機会

・社員を守るために、一時的粉飾なら許され
る 等

不祥事故は発生するとき
・情報が手に届くところにある
・現金が手の届くところにある
・他人のことに無関心な職場である
・事務手続きの内容に隙がある
・事務手続きが守られていない

不祥事故は発生するとき、

・「動機・プレシャー」、

・「正当化」、

「動機・プレッシャー」の状況の把握
、身勝手な「正当化」を防止する
ための倫理重視の風土、教育に
加えて 不正を発生させる「機会」・事務手続きが守られていない

・検印、承認、が形式的である
・自店、本部の点検・モニタリング機能が
不十分

・監査機能が不十分
等

・「機会」の

３つの要件が揃っている。

加えて、不正を発生させる「機会」
を防止していくことが重要。

等



１８３－（１）． 内部監査の実施

◎監査の実施（実地監査の進め方）

監査実施の通知 実地監査の実施 検出事項

○実施通知書を被監査
部署の長に出状

○主な監査手法

ヒアリング（インタビュー）

○ﾁｪｯｸ項目毎に書面検証
ヒアリングおよび実地検
証等を通じて 出来て

○当該監査におけるﾘｽｸ
認識、監査目的、監査

ヒアリング（インタビュー）

書面による検証

動態監査（実地・観察等）

ウ ク

証等を通じて、出来て
いる項目、課題・問題が
ある項目の識別

範囲等

○評定にかかる監査項目
毎のウェイトおよび根拠

ウォークスルー

サンプル検証

分析的監査

○客観的、多角的に事実
を積み上げる

○課題・問題点として確認毎のウェイトおよび根拠
を説明
（評価目線の確認）

○課題・問題点として確認
できた場合、発生原因
を同時に検証・確認



監査 実施 実 監査 進 方

１９３－（１）． 内部監査の実施

◎監査の実施（実地監査の進め方）

監査 監査報告書 案監査チームによる
協議（随時）

監査報告書（案）
の作成

指摘事項の協議
（改善勧告、改善提案、不備事項）

○検出事項に関して、監査
目的を踏まえ、各監査要
点の観点から協議

前

○経営陣へ何を報告する
か （態勢面のどこに課題
が残存しているのか、
経営陣として具体的に何を

○改善勧告改善勧告
改善が図れない場合、業
務運営等に支障を来たす
おそれがある事項

○残存リスクの評価を協議

監査プログラムの中項目単位で
評価（管理態勢上のどこに課題が
残存し どのようなリスクが発生

前
頁
か
ら
の
続

経営陣として具体的に何を
しなければいけないのか）

○被監査部署へ何を報告
するのか （検出事項

おそれがある事項
（対応期限の設定）

○改善提案改善提案
業務運営等の「あるべき残存し、どのようなリスクが発生

可能性や影響度の観点から協議）

○(ＨＤ統括監査・共同監査
の場合）

続
き

するのか （検出事項
の事実認識、問題認識の
確認、残存リスク評価や
具体的な改善策のすり合せ
等）

業務運営等の「あるべき
姿」に向けた最善策として
実現が望ましい事項

○不備事項不備事項の場合）
⇒傘下銀行・関連会社
との緊密な連携、情報
共有化や課題等に係る

等）

○客観性、明瞭性、簡潔
性、積極性、適時性、
実効性 留意する

○不備事項不備事項
補完を要する事務的な

不備・不具合

共通認識化に注力 実効性に留意する



監査 実施 実 監査 進 方

２０３－（１）． 内部監査の実施

◎監査の実施（実地監査の進め方）

部内監査結果報告会 監査結果の承認監査結果説明会

○個別監査結果の適切性
や客観性を確保する目
的で、監査結果の内容
について協議を行う前

○部内監査結果報告会
の協議内容等を踏まえ、
内部監査結果の内容を
決定し 内部監査部長

○監査で確認された事実、
指摘事項、改善勧告、
改善提案等についての
監査メンバーと被監査について協議を行う

○監査統括責任者の報告
に基づき、残存するリス

前
頁
か
ら
の
続

決定し、内部監査部長
がこれを承認

監査メンバーと被監査
部署間の相互確認・
理解

クの経営に与える影響
度合いやその根拠、総
合評価や改善勧告・提
案等の妥当性 評定結

続
き ○内部管理上極めて重

要と思われる事象が
含まれる場合、内部監
査部は代表執行役に案等の妥当性、評定結

果等について協議

○必要に応じて、中間監査

査部は代表執行役に
当該改善勧告の承認
を得なければならない

結果報告会を開催



２１３－（１）． 内部監査の実施

◎指摘事項のフォローアップ

・対応期限の設定により、監査対象部署から報告を受ける
・改善結果を評価し、不十分な場合は再報告を求める

改善勧告改善勧告

改善提案 半期毎に改善状況を確認改善提案 ・半期毎に改善状況を確認

不備事項不備事項 ・必要に応じて補完状況を確認



◎監査結果の報告

３－（２）． 内部監査結果等の報告 ２２

◎監査結果の報告

内部監査協議会*（傘下銀行は監査会議）と取締役会へ報告
*メンバー ：代表執行役（代表取締役） 監査委員（監査役） 内部監査担当執行役・部長等の出席報告 *メンバ ：代表執行役（代表取締役）、監査委員（監査役）、内部監査担当執行役 部長等の出席

・課題、問題点の報告にあわせ、その対応方針・対応策なども協議（監査役や執行部門と事前に情報共有）

個別監査結果の報告月次

報告

半期 上・下半期毎に傾向分析の報告、指摘事項の改善状況の報告

◎執行（業務）部門との情報共有（傘下銀行）

年度 内部監査の有効性評価の報告

執 務 部 情報 有 傘 銀

・営業店監査結果の説明
（執行部門側：コンプライアンス部門、事務部門、人事部門、融資部門等）

双方向
・（執行部門側：コンプライアンス部門、事務部門、人事部門、融資部門等）

・執行（業務）部門によるモニタリング等の結果の説明 月次

◎監査委員会・監査役との情報共有・・・・月次で実施



４－（１）． 内部監査の高度化への取組み （有効性､効率性の向上） ２３

「内部監査の高度化」→有効性、効率性の向上のための監査の改善活動

・業務とシステム（年金システム更改、情報セキュリティー）
本部と営業店等の一体監査により効果的な監査を実施

統合的監査
本部 営業店等 体 り効果 な を実施

・日常的監視活動により情報を収集・整理し、その結果を監
査の年次計画 個別実施計画 営業店の臨店計画に反映継続的監査 査の年次計画、個別実施計画、営業店の臨店計画に反映

(改善が必要な事項を発見した場合は改善勧告等により是正)
継続的監査

・グループ横断的・統一的な統制が必要な重要課題は、当社
の統括・指導のもと、監査範囲、検証項目、時期等を合わ
せて、グループ一体感のある監査を実施

HD統括監査
／

共同監査

監査要員集約
・専門性の求められるシステム監査要員をHDに集約すること
により、グループ全体のシステム監査を優先順位づけした監査要員集約 により、グル プ全体のシステム監査を優先順位づけした
うえで一元的に運営



２４４－（２）． 品質評価の実施

平成19年度に監査法人の外部評価「内部監査の有効性に関する調査及び
高度化支援」を受け、平成20年度から自己評価を実施

個別監査 「計画 報告 プ るプ

継続的内部評価継続的内部評価

・個別監査の「計画～報告・フォローアップ」に至るプロセス
に組み込んで実施

・個々の監査の「計画～フォーロアップ」の各プロセス毎の
「継続的内部評価チェックリスト」に基づいて行う

・年度計画等の「計画～実施～総括」に係るPDCAの枠組み

定期的内部評価定期的内部評価

年度計画等の 計画 実施 総括」に係るPDCAの枠組み
の中で実施

・体制面と運用面の両面について「評価の観点」（IIA基準に
準拠）に基づいて行う （自己調査書作成）準拠）に基づいて行う （自己調査書作成）

続 善有効性・効率性向上のための内部監査の継続的な改善（PDCA）



知識 能力 実施内容 頻度(予定) 対象

２５５－（１）． 人材育成体制の整備

監査知識監査知識
・監査の理論的
知識

知識・能力

基礎的監査
知識研修

各社内部監査
部署の新規配
属者を対象

3ヶ月に
1回程度

監査に最低限必要な知識について解説
・内部監査人に求められる要件、内部監査の基本的知識、

実施手順等

実施内容 頻度(予定) 対象

知識

専門的監査
知識研修

専門的監査知識全般について
解説

・講義と理解度ﾃｽﾄを組み合わせ

・1年1ｼﾘｰｽﾞ3年1巡を計画

各社内部監査
部署員対象

(任意参加)

一部業務執行
部署 も案内

1年に
1ｼﾘｰｽﾞ以
上

1年目

2年目

3年目

知識中心

問題演習との組合わせ

ｹ ｽｽﾀﾃﾞ 中心

監査実践力
・情報収集力
問題発見力

1年1ｼﾘ ｽ 3年1巡を計画
部署にも案内

ＯＪＴ
事前検討会・結果報告会における部長、GLからの指導・助言

・監査計画、監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、監査報告書の作成の仕方を中心に指導
HD
内部監査部員

随時

3年目 ｹｰｽｽﾀﾃ ｨ中心

・問題発見力
・原因分析力
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力
・改善提案力

(論理的思考力)
監査技法に 監査技法につき、個別にﾃｰﾏを選び実施

ｲ ﾀ ﾞ （ ｹ ｼ 能力 質問力等） 文書 ﾞ ｻ ﾟﾘ ｸﾞ 年1回程度

内部監査部員

事例研究
監査実施後に、実際の監査計画書等を題材とした改良点等につ
き意見交換を実施
・監査計画、監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、内部監査協議会報告書等

3ヶ月に
1回程度

マネジメント力

（統括者）

監査技法に
関する勉強会

・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力・質問力等）、文書ﾚﾋﾞｭｰ、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ、
分析的手続 等

年1回程度

ＯＪＴ
執行役（部長）による指導・助言（監査目的に沿った監査運営、

経営的観点からの課題等の整理、潜在リスクの見極め・深堀り等）
随時

HD内部監査部

主にGLを対象

業務知識
・担当分野の業

務知識(特に高
度な業務知識

外部研修
各種の外部研修への参加
・被監査業務に関わるものについて、部内勉強会を実施

随時
HD
内部監査部員

外部講師等を招いた勉強会の実施
年1回程度

各社内部監査
部署 業務執度な業務知識

以外)
・監査に必要な

一般的業務知
識

勉強会の実施
・外部の識者を招いた、講演会等の実施 （ＢＣＭ等）

年1回程度 部署、業務執
行部署に案内

監査に必要な一般的な業務知識（財務会計、法令等に係る知識、
ﾛｼﾞｶﾙ・ｼﾝｷﾝｸﾞ等）に関する勉強会の実施

随時
HD
内部監査部員



５－（２）． 人材育成に係る目標設定 ２６

内部監査に係る知識、実践力等の自律的な向上を目的として、監査員による 「自己
評価」と「目標設定」を実施し、各自が自らの能力向上を目指す取組みを開始
（2010年度下期）

自己評価 ・ 「業務知識」「監査知識」「監査実践力」「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力」を対象
評価シ トに基づき自己評価（ の 段階評価）

目標設定

・ 評価シートに基づき自己評価（A～Dの4段階評価）

・ 自己評価結果に基づき、各自で目標とする項目、水準を設定
自己評価 目標設定結果に いて部長からアドバイス

期 初

達成度評価

・ 自己評価、目標設定結果について部長からアドバイス
但し、自己評価と目標は本人の意思を尊重し、本人が決定

達成 踏 自 直達成度評価
目標再設定

・ 目標達成度を踏まえて自己評価の見直しを行う
・ 部長との面談を経て、自己評価と新たな目標を決定

期 末

４月～10月～３月４月～９月10月 ～ ３月４月 ～ ９月

‘１４年２０１３年２０１２年
時期

【スケジュール（イメージ）】

自己評価
部長面談

進捗報告

自己評価
部長面談
目標設定

自己評価
部長面談
目標設定

スキル評価と
目標設定

自己評価
部長面談
目標設定

自己評価
部長面談

進捗報告


